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➀社員労働協約 

本則 

 現行 改訂 備考 

 第6章 労働条件 第6章 労働条件  

 第2節 休日・休暇 第2節 休日・休暇  

 第615条(年次有給休暇) 

会社は、社員に対して勤続年数及び１ヵ月を平均した週所定労働日数に応じ、１

年間に次の年次有給休暇を与える。本条における1年間とは、毎年4月1日から翌

年3月31日までの期間とする。 

（中略） 

④1.年次有給休暇は、原則として１労働日を単位として与えるが、半日単位及び

時間単位で、各人が保有する年次有給休暇のうち、1年間に各々5日を限度とし

て、分割して請求することができる。この場合の1年間とは、毎年4月1日から翌年3

月31日までの期間とする。 

（以下略） 

第615条(年次有給休暇) 

会社は、社員に対して勤続年数及び１ヵ月を平均した週所定労働日数に応じ、１

年間に次の年次有給休暇を与える。本条における1年間とは、毎年4月1日から翌

年3月31日までの期間とする。 

（中略） 

④1.年次有給休暇は、原則として１労働日を単位として与えるが、半日単位及び

時間単位で、各人が保有する年次有給休暇のうち、1年間に各々5日を限度とし

て、分割して請求することができる。 

 

（以下略） 

・1年間の期間の明

示と表記の整備 

 第14章 効力 第14章 効力  

 第1404条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2025年4月1日から2026年3月31日までとする。 

第1404条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までとする。 

・有効期間の更新 

 第1405条(自動更新) 

本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに1年間有効とするが、2027年3月31日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 

本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに1年間有効とするが、2028年3月31日を超えることはできない。 

・有効期間の更新 

 2025年3月31日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

2026年3月31日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

・締結日は労働協

約の有効期間の開

始日前日とする 

・労使代表者は、締

結日時点とする 
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➁メイト社員労働協約 

本則 

 現行 改訂 備考 

 目次 目次  

 第６章 労働条件  ９ 

第１節 原則  

第２節 労働時間  

第３節 就業形態  

第４節 休日・休暇  

第５節 母性保護  

第６節 賃金  

第７節 出張・外出 

第６章 労働条件  ９ 

第１節 就業時間 

第２節 休日休暇 

第３節 母性保護 

第４節 賃金 

第５節 出張・外出 

・過去の目次修正

漏れ 

 第 14 章 効力 第 14 章 効力  

 第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までとする。 

第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までとする。 

・有効期間の更新 

 第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2027 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2028 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

・有効期間の更新 

 2025 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

2026 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

・締結日は労働協

約の有効期間の開

始日前日とする 

・労使代表者は、締

結日時点とする 
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➂エルダースタッフ労働協約 

本則 

 現行 改訂 備考 

 目次 目次  

 第５章 人事 ６ 

第１節 人事 

第２節 休職 

第３節 表彰および懲戒 

第５章 人事 ６ 

第１節 人事 

第２節 休職 

第３節 表彰および懲戒 

第 4 節 退職 

第 5 節 解雇 

・目次の記載もれ 

 第 14 章 効力 第 14 章 効力  

 第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までとする。 

第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までとする。 

・有効期間の更新 

 第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2027 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2028 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

・有効期間の更新 

 2025 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

2026 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

・締結日は労働協

約の有効期間の開

始日前日とする 

・労使代表者は、締

結日時点とする 
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④フェロー社員（有期）労働協約 

本則 

 現行 改訂 備考 

 第 14 章 効力 第 14 章 効力  

 第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までとする。 

第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までとする。 

・有効期間の更新 

 第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2027 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2028 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

・有効期間の更新 

 2025 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

2026 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

・締結日は労働協

約の有効期間の開

始日前日とする 

・労使代表者は、締

結日時点とする 
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⑤フェロー社員（無期）労働協約 

本則 

 現行 改訂 備考 

 第 14 章 効力 第 14 章 効力  

 第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までとする。 

第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までとする。 

・有効期間の更新 

 第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2027 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2028 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

・有効期間の更新 

 2025 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

2026 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

・締結日は労働協

約の有効期間の開

始日前日とする 

・労使代表者は、締

結日時点とする 
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⑥スペシャリティスタッフ（有期）労働協約 

本則 

 現行 改訂 備考 

 第 6 章 労働条件 第 6 章 労働条件  

 第 2 節 休日・休暇 第 2 節 休日・休暇  

 第 614 条（年次有給休暇） 

会社は、スペシャリティスタッフ(有期)に対し、1 年間に次の各号の基準により年次有

給休暇を与える。 

本条における 1 年間とは、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間とする。 

1.初回契約時の年次有給休暇は、契約期間月数及び１ヵ月を平均した週所定

労働日数・時間により次の通りとする。なお、入社日時点で、介護・介護準備勤務

規程第 7 条または短時間勤務規程第 8 条に定める所定労働日数の低減により

勤務時間の短縮を実施している場合、1 ヵ月を平均した週所定労働日数について

は｢週 4 日かつ週 30 日未満｣を適用する。 

 

2.初回契約以降契約時の年次有給休暇は、勤続年数及び１ヵ月を平均した週

契約日数・時間に応じ、次の通りとする。なお、勤続年数の算定は、毎年 4 月 1

日をもって基準とする。また、毎年 4 月 1 日時点で、短時間勤務規程第 8 条に

定める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場合は、週契約

日数・時間については｢週 4 日かつ週 30 時間未満契約｣を適用する。 

第 614 条（年次有給休暇） 

会社は、スペシャリティスタッフ(有期)に対し、1 年間に次の各号の基準により年次有

給休暇を与える。 

本条における 1 年間とは、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間とする。 

1.初回契約時の年次有給休暇は、契約期間月数及び１ヵ月を平均した週所定

労働日数・時間により次の通りとする。なお、入社日時点で、介護・介護準備勤務

規程第 7 条または短時間勤務規程第 8 条に定める所定労働日数の低減により

勤務時間の短縮を実施している場合、1 ヵ月を平均した週所定労働日数について

は｢週 4 日かつ週 30 日未満｣を適用する。 

 

2.初回契約以降契約時の年次有給休暇は、勤続年数及び１ヵ月を平均した週

契約日数・時間に応じ、次の通りとする。なお、勤続年数の算定は、毎年 4 月 1

日をもって基準とする。また、毎年 4 月 1 日時点で、短時間勤務規程第 8 条に

定める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場合は、週契約

日数・時間については｢週 4 日かつ週 30 時間未満契約｣を適用する。 

・有給休暇付与の

条件を他の雇用区

分との整合性、実態

に合わせ修正。 
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 第 618 条（子の看護等のための休暇） 

会社は、小学校 3 年生の 3 月 31 日までの子を養育するエルダースペシャリティスタ

ッフ（有期）が、次に定める当該子の世話等のために休暇を請求した場合は、当該

子が 1 人であれば 1 年間につき 5 日、2 人以上であれば 1 年間につき 10 日を限

度として、子の看護等休暇を与える。この場合の 1 年間とは、毎年 4 月 1 日から

翌年 3 月 31 日までの期間とする。また、休暇取得の期間は無給とする。 

（以下略） 

第 618 条（子の看護等のための休暇） 

会社は、小学校 3 年生の 3 月 31 日までの子を養育するスペシャリティスタッフ（有

期）が、次に定める当該子の世話等のために休暇を請求した場合は、当該子が 1

人であれば 1 年間につき 5 日、2 人以上であれば 1 年間につき 10 日を限度とし

て、子の看護等休暇を与える。この場合の 1 年間とは、毎年 4 月 1 日から翌年 3

月 31 日までの期間とする。また、休暇取得の期間は無給とする。 

（以下略） 

雇用区分の誤記載

の 訂 正 （ 有 期 の

み） 

 第 619 条（家族の介護のための休暇） 

会社は、要介護状態にある家族の介護、その他の世話をするエルダースペシャリティ

スタッフ（有期）が、当該家族の介護や世話をするために休暇を請求した場合は、

当該家族が 1 人であれば 1 年間につき 5 日、2 人以上であれば 1 年間につき 10

日を限度として、介護休暇を与える。この場合の 1 年間とは、毎年 4 月 1 日から翌

年 3 月 31 日までの期間とする。また、休暇取得の期間は無給とする。なお、このほ

かの取り扱いは別に定める「子の看護等・家族の介護のための休暇規程」による。 

第 619 条（家族の介護のための休暇） 

会社は、要介護状態にある家族の介護、その他の世話をするスペシャリティスタッフ

（有期）が、当該家族の介護や世話をするために休暇を請求した場合は、当該家

族が 1 人であれば 1 年間につき 5 日、2 人以上であれば 1 年間につき 10 日を限

度として、介護休暇を与える。この場合の 1 年間とは、毎年 4 月 1 日から翌年 3

月 31 日までの期間とする。また、休暇取得の期間は無給とする。なお、このほかの

取り扱いは別に定める「子の看護等・家族の介護のための休暇規程」による。 

雇用区分の誤記載

の 訂 正 （ 有 期 の

み） 

 第 14 章 効力 第 14 章 効力  

 第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までとする。 

第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までとする。 

・有効期間の更新 

 第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2027 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2028 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

・有効期間の更新 
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 2025 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

2026 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

・締結日は労働協

約の有効期間の開

始日前日とする 

・労使代表者は、締

結日時点とする 

 

  



1 

 

⑦スペシャリティスタッフ（無期）労働協約 

本則 

 現行 改訂 備考 

 第 6 章 労働条件 第 6 章 労働条件  

 第 2 節 休日・休暇 第 2 節 休日・休暇  

 第 614 条（年次有給休暇） 

会社は、スペシャリティスタッフ（無期）に対して、1 年間に勤続年数及び１ヵ月を

平均した週契約日数・時間に応じ年次有給休暇を与える。本条における 1 年間と

は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間とする。 

なお、勤続年数の算定は、毎年 4 月 1 日をもって基準とし、従前のスペシャリティス

タッフ（有期）の勤続年数を通算する。 

また、毎年４月１日時点で、介護・介護準備勤務規程第 7 条または短時間勤務

規程第 8 条に定める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している

場合、1 ヵ月を平均した週所定労働日数については｢週 4 日かつ週 30 日未満｣を

適用する。 

 

 

（以下略） 

第 614 条（年次有給休暇） 

会社は、スペシャリティスタッフ（無期）に対して、1 年間に勤続年数及び１ヵ月を

平均した週契約日数・時間に応じ年次有給休暇を与える。本条における 1 年間と

は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間とする。 

なお、勤続年数の算定は、毎年 4 月 1 日をもって基準とし、従前のスペシャリティス

タッフ（無期）の勤続年数を通算する。 

また、毎年４月１日時点で、介護・介護準備勤務規程第 7 条または短時間勤務

規程第 8 条に定める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している

場合、1 ヵ月を平均した週所定労働日数については｢週 4 日かつ週 30 日未満｣を

適用する。 

 

 

 

・有給休暇付与の

条件を他の雇用区

分との整合性、実態

に合わせ修正。 

 第 14 章 効力 第 14 章 効力  

 第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までとする。 

第 1404 条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までとする。 

・有効期間の更新 

 第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2027 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

第 1405 条(自動更新) 

本協約は、期間満了 90 日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに 1 年間有効とするが、2028 年 3 月 31 日を超えることはできない。 

・有効期間の更新 
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 2025 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

2026 年 3 月 31 日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

・締結日は労働協

約の有効期間の開

始日前日とする 

・労使代表者は、締

結日時点とする 
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➇エルダースペシャリティスタッフ（有期）労働協約 

本則 

 現行 改訂 備考 

 第6章 労働条件 第6章 労働条件  

 第2節 休日・休暇 第2節 休日・休暇  

 第614条（年次有給休暇） 

会社は、エルダースペシャリティスタッフ(有期)に対し、１年間に次の各号の基準によ

り、年次有給休暇を与える。  

本条における1年間とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。  

1.初回契約時の年次有給休暇は、契約期間月数及び１ヵ月を平均した週所定

労働日数・時間により次の通りとする。 なお、入社日時点で、介護・介護準備勤務

規程第７条または短時間勤務規程第 8 条に定める所定労働日数の低減により

勤務時間の短縮を実施している場合、１ヵ月を平均した週所定労働日数について

は｢週 4 日かつ週 30日未満｣を適用する。 

 

2.初回契約以降契約時の年次有給休暇は、勤続年数及び１ヵ月を平均した週

契約日数・時間に応じ、次の通りとする。但し、年度途中の再雇用時には、年次有

給休暇は付与しない。なお、勤続年数の算定は、毎年4月1日をもって基準とする。

また、毎年4月1日時点で、短時間勤務規程第8条に定める所定労働日数の低減

により勤務時間の短縮を実施している場合は、週契約日数・時間については｢週4

日かつ週30時間未満契約｣を適用する。 

第614条（年次有給休暇） 

会社は、エルダースペシャリティスタッフ(有期)に対し、１年間に次の各号の基準によ

り、年次有給休暇を与える。  

本条における1年間とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。  

1.初回契約時の年次有給休暇は、契約期間月数及び１ヵ月を平均した週所定

労働日数・時間により次の通りとする。 なお、入社日時点で、介護・介護準備勤務

規程第７条または短時間勤務規程第 8 条に定める所定労働日数の低減により

勤務時間の短縮を実施している場合、１ヵ月を平均した週所定労働日数について

は｢週 4 日かつ週 30日未満｣を適用する。 

 

2. 初回契約以降契約時の年次有給休暇は、勤続年数及び１ヵ月を平均した週

契約日数・時間に応じ、次の通りとする。但し、年度途中の再雇用時には、年次有

給休暇は付与しない。なお、勤続年数の算定は、毎年4月1日をもって基準とする。

また、毎年4月1日時点で、短時間勤務規程第8条に定める所定労働日数の低減

により勤務時間の短縮を実施している場合は、週契約日数・時間については｢週4

日かつ週30時間未満契約｣を適用する。 

・有給休暇付与の

条件を他の雇用区

分との整合性、実態

に合わせ修正。 
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 第14章 効力 第14章 効力  

 第1404条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2025年4月1日から2026年3月31日までとする。 

第1404条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までとする。 

・有効期間の更新 

 第1405条(自動更新) 

本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに1年間有効とするが、2027年3月31日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 

本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに1年間有効とするが、2028年3月31日を超えることはできない。 

・有効期間の更新 

 2025年3月31日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

2026年3月31日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

・締結日は労働協

約の有効期間の開

始日前日とする 

・労使代表者は、締

結日時点とする 
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⑨エルダースペシャリティスタッフ（無期）労働協約 

本則 

 現行 改訂 備考 

 第5章 人事 第5章 人事  

 第1節 人事 第1節 人事  

 第502条（エルダースペシャリティスタッフ（無期）の定義と採用） 

エルダースペシャリティスタッフ(無期)とは、スペシャリティスタッフ（無期）を定年退職

後引き続き職種を定めて雇用される者、またはエルダースペシャリティスタッフ（有

期）でスペシャリティスタッフ（有期）の期間を通算して2回目の再契約時に職種を

定めて雇用される者で、次の各号に該当する者をいう。 

（中略） 

（諒解事項） 

第1項に関わらず、2018年4月1日時点でスペシャリティスタッフとして60歳を超えて

いた者については、エルダースペシャリティスタッフ（無期）とする。 

第502条（エルダースペシャリティスタッフ（無期）の定義と採用） 

エルダースペシャリティスタッフ(無期)とは、スペシャリティスタッフ（無期）を定年退職

後引き続き職種を定めて雇用される者、またはエルダースペシャリティスタッフ（有

期）でスペシャリティスタッフ（有期）の期間を通算して2回目の再契約時に職種を

定めて雇用される者で、次の各号に該当する者をいう。 

（中略） 

（削除） 

過去の諒解事項の

削除（無期のみ） 

 第6章 労働条件 第6章 労働条件  

 第2節 休日・休暇 第2節 休日・休暇  

 第614条（年次有給休暇） 

会社は、エルダースペシャリティスタッフ(無期)に対して、1 年間に勤続年数及び１ヵ

月を平均した週契約日数・時間に応じ年次有給休暇を与える。 

本条における1年間とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。  

但し、年度途中の再雇用時には、年次有給休暇は付与しない。  

なお、勤続年数の算定は、毎年4月1日をもって基準とし、従前のスペシャリティスタッ

フ（有期）またはスペシャリティスタッフ（無期）、エルダースペシャリティスタッフ（有

期）の勤続年数を通算する。  

また、毎年４月１日時点で、介護・介護準備勤務規程第7条または短時間勤務

規程第8条に定める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場

合、1 ヵ月を平均した週所定労働日数については｢週 4 日かつ週 30 日未 

満｣を適用する。 

第614条（年次有給休暇） 

会社は、エルダースペシャリティスタッフ(無期)に対して、1 年間に勤続年数及び１ヵ

月を平均した週契約日数・時間に応じ年次有給休暇を与える。 

本条における1年間とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。  

但し、年度途中の再雇用時には、年次有給休暇は付与しない。  

なお、勤続年数の算定は、毎年4月1日をもって基準とし、従前のスペシャリティスタッ

フ（有期）またはスペシャリティスタッフ（無期）、エルダースペシャリティスタッフ（有

期）の勤続年数を通算する。  

また、毎年４月１日時点で、介護・介護準備勤務規程第7条または短時間勤務

規程第8条に定める所定労働日数の低減により勤務時間の短縮を実施している場

合、1 ヵ月を平均した週所定労働日数については｢週 4 日かつ週 30 日未 

満｣を適用する。 

・有給休暇付与の

条件を他の雇用区

分との整合性、実態

に合わせ修正。 
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 第14章 効力 第14章 効力  

 第1404条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2025年4月1日から2026年3月31日までとする。 

第1404条(有効期間) 

本協約の有効期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までとする。 

・有効期間の更新 

 第1405条(自動更新) 

本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに1年間有効とするが、2027年3月31日を超えることはできない。 

第1405条(自動更新) 

本協約は、期間満了90日前までにいずれか一方より改訂更新の申出がない場合

は、さらに1年間有効とするが、2028年3月31日を超えることはできない。 

・有効期間の更新 

 2025年3月31日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

2026年3月31日 

 

株式会社 新潟三越伊勢丹 

代表取締役社長執行役員      櫻井 俊晴 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

新潟三越伊勢丹支部執行委員長      星田 竜介 

・締結日は労働協

約の有効期間の開

始日前日とする 

・労使代表者は、締

結日時点とする 

 

  


